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厚生労働省委託  通年雇用促進支援事業

2/2金～3/4月
パソコンスクール
タスク

10：00～15：00

北見市北２条西３丁目
ナップスビル地下1F

パソコン講座
初心者向け

北見市・訓子府町・置戸町に住民登録されている、下記
の①～③のいずれかに該当する方。
① 現在、雇用保険の『短期雇用特例被保険者』として雇
用されている方。

② 離職者で、直前の離職に係る雇用保険が『短期雇用特
例被保険者』であった方。

③ 離職者で、直前の離職に係る雇用保険は一般被保険者
であったが、その受給資格を有せず、かつ、前々職に
係る雇用保険が『短期雇用特例被保険者』であった方。

※ ②は前職、③は前々職を令和4年４月１日以前に離職した
方を除く。

パソコンを覚えて

仕事に活かしてみません
か？

インターネット・電子メールの操作・基本
知識・エクセル・ワードの基礎知識から
応用的な使い方など、講師の方がわかり
やすく教えてくれます。

季節労働者対象

北見地域季節労働者通年雇用促進協議会
平日 ８：４５～１７：３０
（土日祝、12/29 ～1/3 を除く）0157-25-1248TEL/FAX

お申込み
お問い合わせ

〒090-0040  北見市大通西２丁目１番地  まちきた大通ビル ５階　https://kitami-tunenkoyo.jp/

日  程

会  場

全12回

対 　 象

対象の季節労働者の方は

受講料無料
受講料は協議会が負担します


